
平成１９年度公共事業再評価対象事業調書
１ 事業の概要

事 業 名 河川事業 西野山川 事業所管課
京都市建設局

水と緑環境部河川整備課

事 業 区 間
自:京都市山科区西野山射庭ノ上町

至:京都市山科区西野山百々町
延長又は面積

延長 635ｍ
幅員 8.2ｍ

事業概要

一級河川西野山川は，山科区西部を流れ，一級河川旧安祥寺川に合流する延長 1.9 ㎞，流域面積 1.6

㎞ 2 の都市河川である。近年，市街化が急速に進んだことから，雨水の流出量が増加し流域の治水安全

度が低下しており，河川断面を拡幅するなど河川改修を行い流域の治水安全度の向上を図る必要がある。

現河川の下流域は，河道に面して多くの家屋が連なっており，用地買収により河川断面を拡幅するこ

とが困難であることから，支川と本川の間に捷水路（ショートカット水路）を新設することで，本河川

の流下能力を高める計画としている。

２ 事業の必要性等に関する視点
【事業の進捗状況】

都市計画決定 なし 事業採択年度 平成５年度 用地着手年度 平成５年度

工事着手年度 平成１０年度 完成予定年度
当初 平成１９年度

変更 平成２６年度

年度 全体事業 平成１７年度以前 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度以降

工事
L= 635ｍ

C= 316 百万円

L= 320ｍ

C= 156 百万円

L= 26ｍ

C= 10 百万円

L= 63ｍ

C= 18 百万円

L= 226ｍ

C= 132 百万円

用地
A= 4,776 ㎡

C= 1,654 百万円

A= 3,802 ㎡

C= 1,448 百万円

A= ㎡

C= 0 百万円

A= 0 ㎡

C= 0 百万円

A= 974 ㎡

C= 206 百万円

その他
C= 369 百万円 C= 340 百万円 C= 11 百万円 C= 0 百万円 C= 18 百万円

計 C= 2,339 百万円 C= 1,944 百万円 C= 21 百万円 C= 18 百万円 C= 356 百万円

進捗率

(累積)
83.1% 84.0% 84.8% 100%

事業の進捗状況

本川は，平成 18 年度より改修工事に着手しており，併せて今後用地を取得する箇所の測量を行なう

など用地買収の準備も進めている。

支川は，平成 15 年度までに 310m の改修が完了している。

当初計画に比べて事業が遅れた理由

当初は本川改修後に支川改修を実施する予定で，本川の用地買収を進めていたが，本川上流部分にお

いて，用地買収が困難になり，支川の用地買収及び改修工事を先行して実施していた。

また，近年の財政逼迫の影響で，他河川との兼ね合いにより本河川に集中投資することが困難であっ

たため時間を要している。

【事業を巡る社会経済情勢等の変化】

西野山川の流域では，地下鉄東西線の開業や，京都高速道路新十条通の開通にともない，西野山地域

の交通利便性が向上し宅地化が進むことが予想され，治水効果を高めるための本事業をさらに促進させ

る必要がある。

また，平成 16 年には集中豪雨により，現河川部分において家屋への浸水被害が発生しており，本川

については，用地買収を含めて早期改修が必要である。

Ｎｏ．５
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【上位計画から見た事業の有効性】

京都市基本計画

大項目 小項目
事業ごとの上位計画 具体的な効果等

■ 安らぎのあるくらし

□ 華やぎのあるまち

□ 市民との厚い信頼関

係の構築をめざして

だれもが安心してくら

せるまち

河川断面の拡幅によ

り，疎通能力が向上す

るため，大雨時の浸水

被害が軽減し，災害に

強いまちづくりに貢献

できる。

【指標による評価】

客観的評価指標 評価結果

事業の投資効果

（費用便益分析）
Ｂ／Ｃ ＝１．６１

事業採択についての条件を確認す

るための指標
事業の要件 指標該当状況：有・無

事業の効果や必要性を評価するた

めの指標
評価軸に対する該当状況：２／４ 

３ 事業の進捗の見込みの視点
【事業の実施のめど，進捗の見通し等】

・本川

平成 16 年の現川溢水災害が発生した事から，平成 18 年 1 月より本川の工事を開始した。

また，その上流部については，おおむね事業について理解を得て，用地買収に向けた用地測量も進

捗している。

・支川

本川改修に引き続き，改修工事を実施する予定である。

４ 対応方針案

対応方針 継続，中止，休止

理 由

西野山川の流域では，市街化が進行し雨水の流出量が増加してきており，さらに平成

16 年夏の集中豪雨で浸水被害が発生していることからも，河川改修を行い治水効果の発

現を図る必要がある。

地元住民からは河川改修の推進を切望されており，また用地買収について地権者から一

定の理解を得ている。
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事業名：河川事業 西野山川

[箇所図]

平成17年度以前 事業完了区間

平成 18年度 事 業 区 間

平成 19年度 事 業 区 間

平成 20～21年度 事 業 区 間

平成 22年度以降 事 業 区 間

斜線は用地買収を示す。

[模式図]
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事業名：河川事業 西野山川

[現況写真]

[断面図]

１

２

完成箇所（支川）

現況箇所（本川）

本川（捷水路）
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客観的評価指標（河川事業）

【事業の要件】

環境・景観への

配慮事項

本川は，生態系への配慮から，河床を土とし落差部分の傾斜を緩くしている。

また支川は，縦断勾配が急峻であることから河床が洗掘される恐れがあり，洗掘の防止にはコンクリ

ート張りの河床にすることが一般的であるが，景観や生態系への配慮から河床に格子を組み，その格子

の隙間に石を詰める構造とした。

市民と行政の

パートナーシップ

本改修事業に関する地元説明会を開催し，近隣の住民へ今後の事業の予定等を説明している。

【事業の必要性】

評価項目 評価指標
該当

状況

環境への負担の少な

い持続可能なまちを

つくる

□当該事業区間での改修により ph，BOD，SS 等の水質浄化に寄与

する

■生態系に配慮した計画である

■景観に配慮した計画である

□当該事業区間での改修により親水性が向上される

2/4

災害に強く日々のく

らしの場を安全にす

る

《災害発生の危険度》

■改修目標流量に対する現況流下能力の割合（最も厳しい部分で

５％）

■現況の治水安全度（1 年程度）

《安全性の向上》

■堤防の断面拡大，護岸の緩傾斜化による安全性が向上する

■計画流量は現況からの向上率が高い

□地震・火災等の災害時に非常時の生活用水・消火用水を確保可能

とする階段工，斜路工，取水ビットが設けられる

□地震・火災等の災害時に河川空間を避難地，延焼緩衝帯，避難経

路としての活用が可能となる

4/6

日常生活における身

近な安全や安心を確

保する

■過去 10 年間の床下浸水回数（２回）

□過去 10 年間の水防活動の回数（ 回）

■氾濫想定区域内の居住者数（４７４人）

□氾濫想定区域内の災害弱者施設数（ 箇所）

2/4

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

歩いて楽しいまちを

つくる

□多自然型川づくりを採用している（地域景観の保全・向上）

□イベント・スポーツ等の開催場所として河川敷の活用が可能とな

る

□河川敷緑地空間が向上する

□河川敷の散策等への活用が可能となる

―

産業連関都市として

独自の産業システム

をもつ（中心市街地の

活性化）

■氾濫想定区域内の工業用地，農業用地，商業用地の面積（４ha）

■氾濫想定区域内に鉄道，幹線道路（バス路線等）が含まれる
2/2

魅力ある観光を創造

する

□当該事業区間の河川敷（又は隣接する道路）が観光地（施設）等を

含んむ観光ネットワークである
－

活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ

く
り

大学の集積・交流が新

たな活力を生み出す

□氾濫想定区域内に大学・学術研究機関が含まれる
－

市
民
の
く
ら
し
と
ま
ち

を
支
え
る
基
盤
づ
く
り

個性と魅力あるまち

づくり

□当該事業区間での改修により背後住宅地の通風・採光の向上につな

がる

□氾濫想定区域内における河川改修の進捗により宅地開発・大型店舗

出店が見られる

□当該事業計画流域内における河川改修の進捗により下水道整備が

促進する

□計画の各プロセスにおいて関係する地域住民と情報を共有してい

る

－

市民の知恵と創造性を生かし

た政策を形成する

□審議会，委員会を通じ地元意見を反映させ事業を進めている

□計画段階から市民参加により事業を進めている
－
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■費用便益分析結果総括表

【事業名】

事 業 名

事業所管課

１．算出条件

基準年次

供用年度

便益算出手法
（概要）

２．費 用

事業費 維持管理費 合 計

単純合計（税込み） 23.4 0.18 23.6

（税抜き） 22.5 0.17 22.7

基準年における

現在価値（Ｃ）※1 32.8 0.05 32.9

（単位：億円）
※1：検討期間（40年）の事業費＋維持管理費（税抜き）に対する基準年における現在価値

３．便益額

供用年次の便益

基準年における

現在価値（Ｂ）※2

（単位：億円）
※2：検討期間（40年）の総便益額に対する基準年における現在価値（注：河川事業は検討期間50年間）

：河川事業の便益は，残存価値を加えたものとする。

４．費用便益分析比

Ｂ／Ｃ

53.0

154.2

1.61

京都市建設局水と緑環境部河川整備課

河川事業 西野山川

河川改修に要する工事費・用地費・維持管理費を合
算したものを費用（Ｃ）とする。費用は，将来または過
去における金額の価値を現時点に割戻し算定する。

便益（Ｂ）は，河川改修によって軽減が期待される資
産価値等を合算したものと河川構造物や用地につい
ての残存価値を加えたものとする。施設完成後50年
間の便益を現時点に割戻し算定する。

2015 年

2007 年
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西野山川

費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算定

治水経済調査マニュアル（案）Ｈ１７．４（国土交通省河川局策定）に基づき算定する。

●総費用（Ｃ）

総費用は，将来または過去における金銭の価値を現時点に割り戻して評価する。

また総費用は，消費税額を控除し算出する。（※1）

各年度毎の事業費を，割引率４％として現時点の金銭価値に割り戻す。すなわちｎ年前の事

業費は「１．０４ｎ」倍となり，ｎ年後の事業費は「１／１．０４ｎ」倍となる。（※2）

工事費，用地費，その他の事業費を現在価値に割り戻した金額は以下のとおりとなる。

（１）建設費（経費他含む）

１）工事費

３１６ ３０１ ３２０（百万円）・・・・・・・①

２）用地費

１，６５４ １，５９６ ２，４２１（百万円）・・・・・・・②

３）その他（補償費・間接費等）

３６９ ３５６ ５３８（百万円）・・・・・・・③

４）概算事業費

①＋②＋③

２，３３９ ２，２５３ ３，２７９（百万円）・・・・・・・④

（２）維持管理費

本河川の平成１８年度実績に基づいて，維持管理費を５３５円／ｍ／年と設定し，将来

における金銭の価値を現時点に割り戻す。残事業期間は８年間であり，施設完成後５０年

間の維持管理費を割引率４％として算定する。

５３５円／ｍ／年×６２５ｍ×１６．３２＝５（百万円）・・・・・・・・・・・・・⑤

（参考）維持管理費について

平成１８年度の維持管理費実績（消費税抜き）を基に算出する。

４６０，０００（円）／８６０（ｍ）＝５３５（円／ｍ／年）

→５３５（円／ｍ／年）

（３）総費用

総費用は概算事業費に維持管理費を加え算定する。

④＋⑤

３，２８０＋５≒３，２９０（百万円）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥

（※2）

（※2）

（※2）（※1）

（※1）

（※2）（※1）

（※1）
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西野山川

●総便益（Ｂ）

治水事業の便益は年平均被害軽減期待額で評価するものとする。施設完成後の評価期間（５

０年間）における便益と，評価対象期間終了時点における残存価値の和を総便益とする。

年平均被害軽減期待額の算定方法は次のとおり。

１．大雨時の川の氾濫状況について，事業を実施した場合と事業を実施しない場合の被害額

の差分（被害軽減額）を算定する。

２．洪水の生起確率を被害軽減額に乗じ，計画対象規模までの被害軽減期待額を累計するこ

とにより年平均被害軽減期待額を算定する。

（１）便益

西野山川は流量の計画対象規模が 1/10（１０年に１度の大雨によって川を流れる流量を

氾濫させることなく流すことができる改修計画）であるため，流量規模 1/3，1/5，1/10

における生起確率を被害軽減額に乗じ，年平均被害軽減期待額を累計する。その結果を以

下の表に示す。

年平均被害軽減期待額 ｂ＝３０８．４（百万円）

次に将来における金銭の価値を現時点に割り戻して評価する。

残事業期間は７年間であり，施設完成後の評価期間を５０年間，割引率を４％とした場

合，便益（Ｂ）は以下の表のとおりとなる。

便 益 Ｂ

Ｂ＝ｂ×１６．３２＝５，０３４（百万円）・・・・・・・・・・・⑦

（２）残存価値

残存価値に関しては，評価対象期間終了時点における価値を便益として計上する。工事

費は，評価対象期間終了時点における残存価値の１０％とする。工事費に対してはａ１を，

用地費に対してはａ２を算定し掛けた。

ａ１＝０．１／１．０４５７＝０．０１０７ ａ２＝１／１．０４５７＝０．１０６９

①×ａ１＋②×ａ２

３２０×０．０１０７＋２，４２１×０．１０６９＝２６２（百万円）・・・・・⑧

（３）総便益

総便益は，便益に残存価値を加え算定する。

⑦＋⑧

５，０３４＋２６２≒５，３００（百万円）・・・・・・・・・・・・・・・・・⑨

●費用対効果（Ｂ／Ｃ）

⑨／⑥

５，３００（百万円）／３，２９０（百万円）＝１．６１
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